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 １２月６日（水）に第２０５回理事会が静岡市内のホテルアソシア静岡において開催されました。 
主な議題は、報告事項としてマイナンバーカードと健康保険証の一体化や事業状況について、審議事項として

令和５年度の予算執行状況・決算見込み、令和６年度の保健事業や保険料率について審議されました。 
健保組合を取り巻く環境は２０２０年度からの新型コロナ感染拡大に伴う高齢者の受診控えにより、高齢者

医療制度への拠出金が一時的に減少しましたが、コロナ渦の医療費は高い水準で推移しており、当健保組合の

財政状況は令和５年度決算も赤字の見込みであり大変厳しい状況となっています。 
こうした状況下ではありますが、加入員の皆様のより一層の健康保持・増進を図るための努力をして参り 

ますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  
非常事態 医療費増大 医療費の節約にご協力をお願いします。 

皆様には保険料を有効に活用していただくため、必ず、年度に一回は健康診断を受け、生活習慣病の早期  

発見・早期治療につとめていただくようお願いいたします。 

また医療機関等に受診する際は、新薬と同じ成分・効果で薬代の節約ができるジェネリック医薬品を積極的

に利用するなど医療費の節約に引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。 
 

 令和５年１２月８日から健康保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され「健康保険 被保険者 資格取

得届」、「健康保険 被扶養者（異動）届」に記載する住所について住民票住所の記載が必須となりました。 

今まで資格取得届等を提出する際に記載していただく住所は居所の記入をしていただいていましたが、今後は住民

票住所の記載をお願いいたします。住民票住所と居所が異なる方は、両方の住所の記載をお願いします。 

今回の改正にあたり、当健康保険組合の加入者全員の住民票住所をＪ－ＬＩＳ（地方公共団体情報システム機構）

照会により把握させていただきますのでご承知置き下さい。そのため令和６年１月１日からの浜松市行政区再編に

よる住所変更の届出提出は不要です。事業所の住所変更についても当健康保険組合の職権で変更させていただき 

ます。

これまで加入者氏名にＪＩＳ規格外の文字が含まれる場合は、個別に規格にない文字（外字）を作成して対応し

ていましたが、マイナンバー制度の導入や電子申請などにより今後の外字対応を終了せさていただきます。 
 

１２月も中程に差し掛かり今年も残すところあと少しとなりました。今年一年、当健保組合の事業運営に 
つきましてご理解・ご協力をいただきありがとうございました。来年も特定健診・特定保健指導をはじめと  
した当健保組合の事業を積極的にご活用いただき、健康管理・健康づくりに取組んでいただければ幸いです。 
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